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第６章 計画の推進方策 
 

１ 市民参加による緑のまちづくりの推進  

 

(1) 情報の公開と市民の意見の把握・反映 

市民の緑地の保全，緑化などに対する理解を深め，市民参加を基本とした緑のまちづくりを推進す

るため，市広報，ホームページなどを活用し，緑地に関する各種制度，仕組み，本計画の内容などの

周知を図ります。 

また，本計画の策定及び見直し時には，広報･広聴活動の充実，パブリックコメント手続きの導入，

インターネット(電子メール)の活用などにより，市民の意見・要望の把握に努めます。 

さらに，市民の意識・意見が緑に関する施策に反映できるよう，アンケート調査の実施，ワークシ

ョップ方式による施設づくり，計画づくりなど，市民の意見，アイデアを生かしていくための機会の

確保に努めます。 

 

(2) 市民参加と協働のまちづくりの推進 

市民参加と協働による緑のまちづくりを推進するため，地域における緑化，良好なまち並み景観形

成などに向けた市民自治組織，ＮＰＯ等の取組を支援し，市民による自主的，主体的なまちづくり活

動を促進します。 

また，緑のまちづくりに対するアドバイスや資金的な協力，参加・参画など，様々な支援が受けら

れるよう，市民や企業等に加え，江田島市にかかわりを持つ人などの人的ネットワークづくりに努め

ます。 

 

(3) 市民参加による都市公園等の整備等 

都市公園等の整備，維持・管理等にあたっては，市民の知恵を取り入れた整備，市民の参加による

維持・管理を進めるなど，市民と行政との協働により，効果的，効率的な施策の推進を図ります。 

 

２ 計画の適切な運用 

 

(1) 計画の周知 

本計画については，市広報，ホームページなどを活用するとともに，自治会の会合など多様な機会

を通じて，市民に計画の内容を公開・説明し，計画を周知します。 

特に次代を担う子どもたちに対しては，学校教育などを通じて，緑地の保全，まちの緑化などに関

する分かりやすい情報を提供し，理解を深めるよう努めます。 

 

(2) 上位・関連計画との連携・調整 

本計画の実施にあたっては，江田島市総合計画，都市計画マスタープラン等の上位計画，関連計画

との整合性を確保するとともに，計画相互の調整，必要に応じた修正等を行いながら，効果的に施策

を推進します。 

 

※パブリックコメント 

行政機関が政策の立案等を行おうとする際に，その案を公表し，市民等に広く意見や情報を提出してもらい，行政

機関は提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行うもの。 

※ワークショップ方式 

まちづくりなどにおいて，専門家の助言を受けながら，参加者が共同作業を通じて計画づくりなどを行う手法。 



- 64 - 

(3) 都市計画制度の活用 

本計画に基づいて，緑地を保全するための風致地区等の指定，都市公園等の整備，市街地・集落の

緑化，緑化重点地区における重点的な緑化の取組などを進めるため，都市計画区域の見直しを行うと

ともに，都市計画制度の活用を図ります。 

 

３ 関係機関等との連携 

 

(1) 庁内関係部局の連携強化 

緑地の保全・活用，都市公園等の整備と維持・管理，都市緑化等を効果的に進めるためには，関係

する部局との緊密な連携が重要です。 

このため，関係部局との連絡会議や意見交換会等の開催をはじめ，部局間の緊密な情報交換や連絡

調整により関連施策との連携を図りつつ，緑のまちづくりに関する総合的な展開を図ります。 

 

(2) 国，県等の連携 

本市の都市緑化等に係る課題に適切に対応した施策を推進するため，国，広島県など関係機関等と

の連携を強化し，本計画の各施策への積極的な支援を要請していきます。 

また，都市公園等の整備，道路，港湾の整備と緑化などを促進します。 

 

(3) 周辺自治体との連携 

広島市，呉市などの周辺自治体と連携しながら，観光ルートの緑化，良好な景観の形成などに係る

取組，事業の効果的な展開を図ります。 

 

(4) 民間事業者等との連携 

野外レクリエーション地の維持・管理など，民間事業者等が主導して行うことが適切な事業につい

ては，公共性や経済性の確保に留意しながら必要な情報を提供し，民間活力による事業を促進します。 

 

４ 計画の進行管理 

本計画に基づく施策を着実かつ効果的に推進するため，３年～５年のサイクルで「計画の策定（Ｐ

ｌａｎ）」「事業の推進（Ｄｏ）」「目標達成状況の確認（Ｃｈｅｃｋ）」「改善策の検討（Ａｃｔ

ｉｏｎ）」を行うＰＤＣＡサイクルの体制を導入し，目標指標の達成状況，施策の効果等について定

期的な分析・評価を行います。 

また，今後の社会経済情勢や国，県における都市緑化等に係る政策の変化，本市における緑地の保

全，都市公園等の整備等に係る施策の効果に対する評価等を踏まえ，上位計画との整合を図りながら，

必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 


